
別紙７－２「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」（うち少額短期保険業者） 

 下記の通り、保険業法施行規則のうち以下の別紙様式について、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」に併せて改正する 

 

【主な改正点】 

 ①用語の改正 

 「リース債務」を「リース負債」に、「リース資産」を「使用権資産」に改正  

 ②「記載上の注意」の改正 

  ・貸借対照表の注記事項において、リースに関する事項として記載すべき内容を具体化（リースに関する注記、金融商品に関する注記、賃貸等

不動産に関する注記など）、資産・負債の区分表示。 

  ・期末の損益計算書において、リースに係る販売損益（収益）、リース債権等に対する受取利息相当額、リース負債に係る利息費用について、

区分して表示する又はこれらが含まれる各科目及び金額を注記することを求める。 

 等 

 

保険業法施行規則 改正する別紙様式 変更点 「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」 

施行規則第 211条の 36第 1項 

（少額短期保険業者の業務報告書） 

別紙様式第 16号の 17 ①用語の改正 

②記載上の注意の改正 

施行規則第 59条 別紙様式第 7号 

施行規則第 211条の 36第 2項 

（少額短期保険業者の中間業務報告書） 

別紙様式第 16号の 18 ①用語の改正 

②記載上の注意の改正 

施行規則第 59条 別紙様式第 6号 

施行規則第 211条の 36第 4項 

（少額短期保険業者の中間連結業務報告書） 

別紙様式第 16号の 19 ①用語の改正 

②記載上の注意の改正 

施行規則第 59条 別紙様式第 6号の 3 

施行規則第 211条の 36第 4項 

（少額短期保険業者の連結業務報告書） 

別紙様式第 16号の 20 ①用語の改正 

②記載上の注意の改正 

施行規則第 59条 別紙様式第 7号の 3 

施行規則第 211条の 81第 1項 

（少額短期保険持株会社に係る中間業務報告書） 

別紙様式第 16号の 24 ①用語の改正 

②記載上の注意の改正 

施行規則第 210条の 10 別紙様式第 14号 

施行規則第 211条の 81第 2項 

（少額短期保険持株会社に係る業務報告書） 

別紙様式第 16号の 25 ①用語の改正 

②記載上の注意の改正 

施行規則第 210条の 10 別紙様式第 15号 

施行規則第 211条の 84第 2項 

（少額短期保険持株会社に係る附属明細書） 

別紙様式第 16号の 27 ①用語の改正 

②記載上の注意の改正 

施行規則第 210条の 11 別紙様式第 15号の 3 

 


